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第１章 計画の枠組み 

１ 計画の目的 

（１） 計画策定の背景 

  急速な高齢化と生活習慣病の増加により、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療

率・入院受療率が上昇している。また、不適切な食生活や運動不足等の不健康な生活

習慣が、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症等の発症を招き、通院・投薬が開始

され、生活習慣の改善がないままに、その後こうした疾患が重症化し、虚血性心疾患

や脳卒中等の発症に至るという経過をたどっている。 

このため、メタボリックシンドローム*1

上記の趣旨により、生活習慣病予防の徹底を図るため、平成２０年４月から、「高齢

者の医療の確保に関する法律」により、医療保険者に対して、糖尿病等の生活習慣病

に関する健康診査（以下「特定健康診査」という。）及びその結果により、健康の保持

に努める必要がある者に対する保健指導（以下「特定保健指導」という。）の実施が義

務付けられた。  

の概念に基づき、その該当者及び予備群に

対し、運動習慣の定着やバランスのとれた食生活などの生活習慣の改善を行うことに

より、糖尿病等の生活習慣病やこれが重症化した虚血性心疾患、脳卒中等の発症リス

クの低減を図ることが求められている。 

そのため、府中市国民健康保険の保険者である市は、特定健康診査及び特定保健指

導の実施に関する府中市特定健康診査等実施計画を策定する。 

 

＊１ メタボリックシンドローム 

内臓脂肪蓄積に高血糖・高血圧症・脂質異常症のうち２つ以上を合併した状態をいう。 

 

（２） 計画の目的 

メタボリックシンドロームに着目し、４０歳から７４歳までの府中市国民健康保険

被保険者に対し、その要因になっている生活習慣を改善するために、特定健康診査と

特定保健指導を行い、糖尿病等の有病者・予備群を減少させ、被保険者の健康増進及

び医療費の適正化を図ることを目的とする。 

 

 

２ 計画の位置付け 

この計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第１９条の規定に基づき、府中市

国民健康保険の特定健康診査等の実施について定めたものである。 

 

 

３ 計画の期間 

この計画の期間は、平成２５年度から平成２９年度までの５年間で、これを第２期

とし、以後５年ごとに見直しを行う。 

ただし、計画の実施状況や社会情勢に鑑み、必要に応じて見直しを行う。 
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４ 計画策定の体制 

計画の策定に当たっては、府中市国民健康保険運営協議会において検討を進めた。 

 

 

 

第２章 府中市の現状と課題 

１ 府中市の現状 

（１） 被保険者の状況 

市の人口は２５２,６５７人、国民健康保険被保険者は６７，２９３人（平成２４年

８月１日）である。平成２４年８月の被保険者の全体に占める６５歳以上７５歳未満

の前期高齢者の割合は２８．５パーセントで、東京都と比較すると、府中市の方が約

２パーセント高い（表１参照）。このことは過去の前期高齢者割合においても同様で

ある（図１参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 医療費等の分析 

４０歳から７４歳までの年代別生活習慣病のレセプト件数比率から、国民健康保険

被保険者の４人に１人が生活習慣病であり、特に６０歳代以上で割合が高くなってい

る（表２参照）。また、受診に対する有病率から、女性よりも男性の方が、生活習慣病

の有病率が高いことがわかる（図２参照）。 

疾病別生活習慣病関連疾患の受診率では、高血圧性疾患、糖尿病の受診率が高く、

特に５０歳代から受診率が増加傾向にある（図３参照）。また、平成２１年度の三大死

因別標準化死亡比＊2

表１ 被保険者構成 （平成２４年８月） 

では、生活習慣病関連疾患である心疾患が女性１１１．６であり、

東京都を１００とした場合よりも高くなっている（表３参照）。 

区分 府中市 
構成割合 

府中市 東京都 

国保一般・退職 67,293   

【再掲】前期高齢者 19,147 28.5% 26.7% 

28.5%
28.7% 28.6% 28.4%

26.6% 26.8%
26.4%

26.5%

25%

26%

27%

28%

29%

30%

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23

図１ 前期高齢者割合の推移（各年３月）

府中市

東京都
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生活習慣病のレセプト件数割合及び費用額割合では、平成１９年度と比較して、レ

セプト件数は全ての年代、費用額は４０歳代から６０歳代で減少している。全体では、

レセプト件数は１．９パーセント、費用額は３．０パーセントの減少となっている（表

４参照）。また、被保険者 1 人あたりの生活習慣病費用額も過去との比較で減少傾向に

あり、平成２４年は東京都の平均を下回っている（表５参照）。さらに、特定健康診査

受診者の有所見者割合の推移を見ると、生活習慣病に関する項目の有所見者割合は、

平成２０年度から平成２２年度の３年間でほとんどの項目で減少している（表６参照）。 

これらの結果を踏まえ、平成２０年度から実施された特定健康診査・特定保健指導

が被保険者の健康状態改善につながっているかを今後も分析していく。 

 

＊２ 標準化死亡比 

年齢構成の差異を基準の死亡率で調整した値（期待死亡数）に対する現実の死亡数である。主に小地

域の比較に用いる。 

 

 

表２ 年代別生活習慣病のレセプト件数比率（平成２４年５月） 

 被保険者数 生活習慣病レセプト件数 割合 

40 歳代 8,765 人 639 件 7.3% 

50 歳代 7,413 人 1,190 件 16.1% 

60 歳代 17,687 人 5,083 件 28.7% 

70～74 歳 9,674 人 3,918 件 40.5% 

計 43,539 人 10,830 件 24.9% 

＜疾病別医療費分析(主傷病) 疾病大分類別レセプト件数 より＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜レセプト分析 生活習慣病有病率 より＞ 
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図２ 受診に対する有病率（平成２４年５月）
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＜疾病別医療費分析(主傷病) 主要疾患別レセプト件数 より＞ 

 

 

 

 

 

 

表３ 三大死因別標準化死亡比（平成２１年度） （東京都を 100 とした場合の各市の指数） 

 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 

胃 大腸 肺 乳 子宮  

男 女 男 女 男 女 女 女 男 女 男 女 

東京都 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

府中市 87.2 118.4 103.2 114.6 110.0 84.9 78.8 45.3 94.9 111.6 82.1 77.1 

武蔵野市 109.3 75.1 74.4 90.4 71.1 71.8 126.8 143.0 92.9 83.7 102.6 70.7 

三鷹市 95.6 88.8 107.2 93.7 83.5 69.4 115.1 88.5 114.9 107.9 76.7 82.4 

調布市 96.7 73.0 117.5 58.6 89.0 96.1 105.4 110.9 93.3 97.1 65.4 97.6 

小金井市 93.8 101.6 79.0 141.2 98.9 103.5 116.8 23.1 100.9 97.1 69.5 104.4 

狛江市 57.8 88.2 77.1 65.4 70.1 91.4 88.3 32.2 91.8 72.3 90.7 99.0 

＜北多摩南部保健医療圏 保健医療福祉データ集（平成２３年度版）より＞ 
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図３ 疾病別生活習慣病関連疾患の受診率（平成２４年５月）
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表４ 生活習慣病のレセプト件数割合及び費用額割合の比較 

（平成１９年５月、平成２４年５月） 

◆レセプト件数 

 
対象年 生活習慣病 その他の疾患 割合 割合の差 

東京都 

割合 

東京都 

割合の差 

40 歳代 
H19 年 611 件 2,460 件 19.9% 

-0.6% 
20.5% 

0.3% 
H24 年 639 件 2,669 件 19.3% 20.8% 

50 歳代 
H19 年 1,486 件 2,944 件 33.5% 

-0.8% 
34.5% 

0.5% 
H24 年 1,190 件 2,453 件 32.7% 35.0% 

60 歳代 
H19 年 5,872 件 8,268 件 41.5% 

-1.9% 
41.4% 

2.7% 
H24 年 5,083 件 7,754 件 39.6% 44.1% 

70～74 歳 
H19 年 4,650 件 6,856 件 40.4% 

-1.8% 
40.7% 

2.9% 
H24 年 3,918 件 6,237 件 38.6% 43.6% 

計 
H19 年 12,619 件 20,528 件 38.1% 

-1.9% 
37.8% 

1.6% 
H24 年 10,830 件 19,113 件 36.2% 39.4% 

◆費用額 

 
対象年 生活習慣病 その他の疾患 割合 割合の差 

東京都 

割合 

東京都 

割合の差 

40 歳代 
H19 年 18,549,020 円  52,146,420 円  26.2% 

-8.3% 
26.1% 

0.1% 
H24 年 15,427,470 円  70,781,950 円  17.9% 26.2% 

50 歳代 
H19 年 38,945,670 円  72,138,630 円  35.1% 

-6.1% 
35.0% 

-0.3% 
H24 年 30,030,380 円  73,583,020 円  29.0% 34.7% 

60 歳代 
H19 年 130,136,350 円  201,526,760 円  39.2% 

-3.4% 
38.8% 

0.2% 
H24 年 122,169,000 円  218,656,520 円  35.8% 39.0% 

70～74 歳 
H19 年 106,451,470 円  163,724,270 円  39.4% 

1.2% 
38.0% 

0.9% 
H24 年 101,460,780 円  148,644,370 円  40.6% 38.9% 

計 
H19 年 294,082,510 円 489,536,080 円 37.5% 

-3.0% 
36.7% 

0.2% 
H24 年 269,087,630 円 511,665,860 円 34.5% 36.9% 

＜疾病別医療費分析(主傷病) 疾病大分類別レセプト件数・費用額 より＞ 

 

 

 

表５ 被保険者１人当たりの生活習慣病費用額（各年５月） 

 H20 年 H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 H24 年東京都 

30 歳代 243 円 541 円 331 円 127 円 367 円 285 円 

40 歳代 1,516 円 622 円 1,028 円 928 円 933 円 970 円 

50 歳代 2,272 円 2,328 円 4,030 円 2,523 円 1,821 円 2,451 円 

60 歳代 4,719 円 4,884 円 5,346 円 5,478 円 4,553 円 4,840 円 

70～74 歳 8,619 円 7,806 円 7,270 円 6,807 円 7,617 円 7,760 円 

平均 3,474 円 3,236 円 3,601 円 3,173 円 3,058 円 3,261 円 

＜疾病別医療費分析(主傷病) 主要疾病別諸率(１人当たり費用額) より＞ 
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表６ 特定健康診査受診者の有所見者割合の推移 

 

摂取エネルギーの過剰 血管を傷つける 

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼ

ﾝﾄﾞﾛｰﾑ以

外の動脈

硬化要因 
BMI 

腹囲 
中性 

脂肪 
ALT 

HDL ｺﾚ

ｽﾃﾛｰﾙ 
血糖 HbA1c 

収縮期 

血圧 

拡張期 

血圧 

LDL ｺﾚ 

ｽﾃﾛｰﾙ 

H20 年度 30.4% 25.1% 13.9% 5.6% 19.6% 19.9% 49.6% 19.2% 55.4% 23.3% 

H21 年度 29.4% 24.4% 13.4% 5.6% 17.9% 22.5% 47.8% 17.6% 53.9% 22.5% 

H22 年度 28.9% 24.0% 13.1% 5.9% 18.1% 21.0% 47.8% 16.4% 52.5% 22.3% 

割合の 

推移 
-1.5% -1.1% -0.8% 0.3% -1.5% 1.1% -1.8% -2.8% -2.9% -1.0% 

東京都 

H22 年度 
30.2% 22.5% 14.8% 4.9% 20.2% 48.8% 47.3% 19.5% 54.0% 23.7% 

※血糖・HbA1c はどちらか一方を実施するか、同時実施するか各自治体で異なる。府中市はどちらか１つ

の実施のため、同時実施に比べ有所見者が少なくなるため、東京都との差が生じている。 

＜健診・問診結果分析 健診有所見者状況 より＞ 

 

 

 

 

（３） 特定健康診査結果の分析 

平成２０年度から実施された特定健康診査は平均で５２．７パーセントの受診率で、

平成２２年度以降は目標値を達成できていない（表７参照）。特に、４０歳代・５０歳

代の若い年齢階級になるほど受診率が低くなっており、男女別受診率を比較すると、

男性は女性より１０パーセント以上低くなっている（表８、図４参照）。 

特定健康診査未受診者の状況をみると、年齢階級が若くなるにつれて未受診者の割

合が高い。なお、継続して健診を受診していない対象者は年代での割合差異は見られ

ず、３０パーセント程度である（図５参照）。 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群*3

これらのことから、引き続き全ての対象者に対し特定健康診査受診への啓発を続け

受診率の向上を目指して行かなければならない。その中でも、特に男性や若い年代の

対象者については、重点的にアプローチをすることが効果的と考えられる。また、未

受診者対策及び継続受診対策を行い、より多くの対象者が継続受診できるように支援

していかなければならない。 

割合については、平成２０年度と平成

２２年度を比較するとやや減少している（図６参照）。特に割合の変化が大きいのは該

当者の男性で、４．１パーセント減少しており、中でも５０歳代については、８．０

パーセントと大きく減少している（表９参照）。メタボリックシンドロームの判定に用

いるリスク項目で、平成２０年度から平成２２年度の３年間を通じて最も多くの対象

者が保有しているのは「血圧」のリスクである（表１０参照）。 
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＊3 メタボリックシンドローム予備群 

メタボリックシンドロームの診断基準には達しないが、減量によりリスクが改善する者。具体的に

は、①腹囲が基準値以上で、血糖・血圧・脂質のリスクを 1 項目有する ②腹囲は基準値以内だが、

BMI が 25 以上で、血糖・血圧・脂質のリスクを 1 項目以上有する のいずれかの該当者である。 

 

 

表７ 特定健康診査実施状況 

 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 

対象者数 41,755 人 42,878 人 43,589 人 44,230 人 44,545 人 

受診者数 21,737 人 22,682 人 22,975 人 23,447 人  

受診率 52.1% 52.9% 52.7% 53.0%  

目標値 45% 50% 55% 55% 60% 

  

 

表８ 年齢階級別受診率（平成２０年度～２３年度の平均） 

 男性 女性 男女計 

40～44 歳 22.9% 33.4% 28.2% 

45～49 歳 29.7% 38.4% 34.1% 

50～54 歳 33.1% 44.0% 38.6% 

55～59 歳 35.2% 47.0% 41.1% 

60～64 歳 44.2% 59.9% 52.1% 

65～69 歳 57.2% 70.1% 63.7% 

70 歳以上 66.7% 72.5% 69.6% 

平均 41.3% 52.2%  
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図４ 男女別受診率
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図５ 未受診者状況 

（平成２０年度から２４年度まで継続して特定健康診査の対象となった者の受診状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ メタボリックシンドローム該当者及び予備群割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表９ メタボリックシンドローム該当者及び予備群割合の変化 

（平成２０年度結果と平成２２年度結果を比較） 

 計 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70～74 歳 

H20 年度 H22 年度 H20 年度  H22 年度 H20 年度  H22 年度 H20 年度  H22 年度 H20 年度  H22 年度 

男性：該当者 25.3% 21.2% 17.7% 13.4% 26.2% 18.2% 24.9% 22.5% 28.9% 24.3% 

男性：予備群 17.5% 18.4% 20.4% 20.8% 18.4% 19.6% 16.7% 17.6% 16.9% 17.8% 

女性：該当者 9.2% 8.1% 2.8% 3.0% 5.6% 5.4% 9.0% 7.8% 14.1% 11.6% 

女性：予備群 6.7% 6.7% 3.4% 2.9% 5.3% 4.6% 6.8% 7.0% 8.7% 8.4% 

※網かけは４％以上減少している項目 

 

 

表１０ メタボリックシンドローム判定に用いるリスク数 

  受診者数 血糖 脂質 血圧 喫煙 

H20 年度 21,737 人 1,262 人 3,343 人 4,366 人 1,232 人 

H21 年度 21,682 人 1,098 人 2,291 人 3,171 人 730 人 

H22 年度 22,975 人 1,132 人 2,661 人 3,289 人 953 人 

＜健診・問診結果分析 メタボリックシンドローム予備群・該当者の状況 より＞ 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳～

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

4年間受診

4年間未受診

継続受診できていない

26.8%
25.0% 24.9%

11.1%
12.0% 11.5%

15.7%
12.9% 13.5%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

H20 H21 H22

予備群・該当者計

予備群

該当者
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（４） 特定保健指導結果の分析 

特定保健指導の実施率は２５パーセントから３０パーセントの間で推移しており、

平成２１年度から目標を達成できていない。継続率は平均して約９５パーセントの高

い水準であるが、応募率が平均して約３４パーセントと低く、実施率の低下を引き起

こしていると考えられる（表１１参照）。男女別保健指導実施状況では、対象者に男性

が多く、女性の約２倍であるが、応募率・実施率についてはともに女性の方が高い（表

１２参照）。 

また、特定保健指導申込状況については、新規対象者は約５０パーセントの申し込

み率であるが、継続対象者は１０パーセント程度とかなり低く、大きく異なることが

わかる（図７参照）。 

特定保健指導実施による効果については、特定保健指導実施者と未実施者を比較す

ると、特に翌年度の特定健診結果が悪化している対象者の割合に大きな差が生じてい

る。新規対象者・継続対象者ともに半数以上が悪化しており、保健指導実施者との差

は、新規対象者では４０パーセント、継続対象者では５０パーセントである。翌年度

の健診結果が改善あるいは維持できている対象者の割合については特定保健指導実施

者の方が高くなっているため、特定保健指導による健康状態の改善には効果が表れて

いることがわかる（図８参照）。 

これらのことから、健康状態の改善に効果がある特定保健指導をより多くの対象者

に実施し、健康的な生活を維持できるよう支援していかなければならない。また、対

象者に男性が多いことや複数年度継続して保健指導対象となっている者の申込率が低

いこと等の市の特徴を踏まえて、実施内容を工夫する必要がある。 

 

 

表１１ 特定保健指導実施状況 

  H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 

特定健康診査受診者数 21,737 人 22,682 人 22,975 人 23,447 人  

特定保健指導対象者数 2,795 人 2,578 人 2,585 人 2,571 人  

対象者率 12.9% 11.4% 11.3% 11.0%  

応募者数 1,075 人 822 人 880 人 769 人  

応募率 38.5% 31.9% 34.0% 29.9%  

初回面接実施者数 964 人 747 人 802 人 681 人  

面接実施率 89.7% 90.9% 91.1% 88.6%  

脱落者数 65 人 28 人 29 人   

継続率 93.3% ※ 96.3% 96.4%   

修了者数 813 人 673 人 738 人   

実施率 29.1% ※ 26.1% 28.5%   

目標値 25% 30% 35% 35% 40% 

※継続率＝継続者数（初回面接実施者数－脱落者数）／初回面接実施者数 

   なお、脱落者数には保健指導実施中に府中市国民健康保険資格喪失者は含まない。 

※実施率＝修了者数／対象者数 

   なお、修了者数は初回面接実施者数から脱落者のほかに、府中市国民健康保険資格喪失者を除いた人

数である。 
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表１２ 男女別保健指導実施状況 

  対象者数 応募率 実施率 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 

H20 年度 1,730 人 1,065 人 34.3% 45.2% 26.4% 37.5% 

H21 年度 1,675 人 903 人 31.6% 34.4% 26.1% 27.8% 

H22 年度 1,686 人 899 人 32.3% 37.3% 26.9% 31.7% 

H23 年度 1,717 人 854 人 24.4% 30.7%   

平均   30.7% 36.9% 26.5% 32.3% 

 

 

図７ 特定保健指導申込状況（平成２０年度から平成２２年度対象者の平均） 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 特定保健指導実施による効果（平成２０年度から平成２２年度対象者結果の平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.7%

43.3%

35.1%

49.6%

17.7%

45.1%

11.4%

36.4%

63.6%

11.6%

53.5%

14.0%

【未実施】継続対象者

【実 施】継続対象者

【未実施】新規対象者

【実 施】新規対象者

改善

維持

悪化

＜集計方法＞
※保健指導実施レベルの比較ではなく、リスク数等を用いて集計する。

※結果の判断

服薬
悪化

維持

対象年度の結果

積極的支援

動機付け支援
積極的支援
動機付け支援
積極的支援

動機付け支援

改善

翌年度の結果
動機付け支援

非該当
非該当

積極的支援
動機付け支援

服薬
積極的支援

非該当(情報提供のみ）
積極的支援+服薬→情報提供 服薬
動機付け支援+服薬→情報提供 服薬

動機付け支援

積極的支援+65歳以上→動機付け支援 積極的支援
動機付け支援 動機付け支援

動機付け支援+喫煙→
積極的支援+65歳以上→動機付け支

援

積極的支援

保健指導レベル リスクパターン 比較で用いる結果

積極的支援
積極的支援 積極的支援

動機付け支援+喫煙→積極的支援 積極的支援

あり

46%
なし

54%

◇新規対象者 あり

11%

なし

89%

◇継続対象者
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２ 府中市の課題 

医療費の分析から、４０歳以上の国民健康保険被保険者の受診件数の約３０パーセ

ントが生活習慣病であり、被保険者の健康維持・増進のための生活習慣病（特に高血

圧性疾患）の予防及び悪化防止が課題となっている。 

特定健康診査・保健指導結果の分析から、ともに実施目標が未達成で実施率は横ば

いの状況である。ともに実施率の向上が課題であり、特定健康診査については若い年

齢階級の受診率が低いこと、特定保健指導については応募率が低いことと過去の分析

結果からわかった市の特徴をふまえた対策をとっていく必要がある。 

 

 

 

 

第３章 基本的な考え方と計画の目標 

１ 計画の基本理念 

国民健康保険被保険者の健康増進及び中長期的な医療費の伸びの適正化を目指す。 

 

 

２ 基本的な考え方 

（１） 特定健康診査 

糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリック

シンドロームに着目し、この該当者及び予備群を減少させるための特定保健指導を必

要とする者を的確に抽出する。 

 

（２） 特定保健指導 

  対象者自身が健康診査結果を理解して、自らの生活習慣を振り返り、生活習慣を改

善するための行動目標を設定するとともに、自らが実践できるよう個別面接やグルー

プ支援等で支援するものである。 

さらに、健康増進法等で実施するポピュレーションアプローチ＊4

メタボリックシンドロームに着目した生活習慣予防のための特定健康診査・特定保

健指導の基本的な考え方について次の図に示す。 

や健康づくりに資

する社会資源を活用し地域におけるグループ、ボランティア等との協働した体制整備

を実施する。 

 

＊4 ポピュレーションアプローチ 

生活習慣病の発症リスクの程度に関わらず、集団全体に予防の取組みを行うこと。 
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【特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 府中市が掲げる目標 

第２期の目標として平成２９年度までに特定健康診査受診率６０パーセント、特定

保健指導実施率６０パーセントを達成することを目標とする。 

この計画の実行により、平成２９年度までに特定健康診査等基本方針に掲げる参酌

標準で示された目標値であるメタボリックシンドロームの該当者及び予備群を２５パ

ーセント減少させることを目指す。 

 

 

４ 特定健康診査・特定保健指導の目標値 

各年度目標値を次のとおり設定する。 

 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特定健康診査受診率 56％ 57％ 58％ 59％ 60％ 

特定保健指導実施率 35％ 45％ 50％ 55％ 60％ 

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの該当

者及び予備群の減少率 
― ― ― ― 

25％ 

(平成 20年度対比) 
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第４章 計画の内容 

１ 特定健康診査・特定保健指導の実施 

（１） 特定健康診査の対象者数 

 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特定健康診査対象者数 44,209 人 44,926 人 45,686 人 46,492 人 47,343 人 

※特定健康診査対象者数は、４０歳から７４歳までの府中市国民健康保険被保険者の推計値で、

平成２０年度から平成２４年度までの平均伸び率を乗じて算出。 

 

（２） 特定健康診査の受診見込数 

 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特定健康診査 

受診見込数 
24,758 人 25,608 人 26,498 人 27,431 人 28,406 人 

※特定健康診査受診見込数=特定健康診査対象者×各年の特定健康診査受診率(目標値) 

 

（３） 特定保健指導の対象者数 

 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特定保健指導対象者数 2,875 人 2,974 人 3,077 人 3,185 人 3,299 人 

【
内
訳
】 

動機付け支援 

対象者数 
2,047 人 2,117 人 2,191 人 2,268 人 2,349 人 

積極的支援 

対象者数 
828 人 857 人 886 人 917 人 950 人 

※特定保健指導対象者数は、平成２０年度から平成２４年度特定健康診査結果より計算した割

合をもとに算出。 

 

（４） 特定保健指導の実施見込数 

 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

特定保健指導 

実施見込数 
1,007 人 1,339 人 1,539 人 1,752 人 1,980 人 

【
内
訳
】 

動機付け支援 

対象者数 
717 人 952 人 1,096 人 1,247 人 1,410 人 

積極的支援 

対象者数 
290 人 387 人 443 人 505 人 570 人 

※各実施見込数＝各対象者数×各年の特定保健指導実施率(目標値) 

 

 

 

２ 特定健康診査・特定保健指導実施方法 

保険者事務の効率化を図り、被保険者が受診しやすい健診体制を構築する。 

（１） 特定健康診査 

ア 実施方法 

協力医療機関に委託し、実施する。 
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イ 実施項目 

特定保健指導対象者を抽出する健康診査項目とする。 

（ア） 基本的な健康診査項目 

ａ 質問項目 

ｂ 身体計測 （身長・体重・ＢＭＩ＊5

ｃ 理学的検査 （身体診察） 

・腹囲） 

ｄ 血圧測定、血液化学検査（中性脂肪・ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレス

テロール） 

ｅ 肝機能検査（ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・γ－ＧＰＴ） 

ｆ 血糖検査（空腹時又は随時血糖・ＨｂＡｌｃ） 

ｇ 尿検査（尿糖・尿蛋白） 

（イ） 詳細な健康診査の項目 

前年の健康診査結果において、次の基準に該当し、医師が必要と認める者につい

ては、詳細な健康診査を実施する。 

ａ 心電図検査、眼底検査 

前年の健康診査結果等において、血圧・脂質・血糖・肥満のすべての項目に

ついて、以下の判定基準に該当した者。 

【判定基準】 

血糖 空腹時血糖 100 ㎎/㎗以上又は HbA1c の場合 5.2％以上 

脂質 中性脂肪 150 ㎎/㎗以上又は HDL コレステロール 40 ㎎/㎗未満 

血圧 収縮期 130 ㎜ Hg 以上又は拡張期 85 ㎜ Hg 以上 

肥満 腹囲男性 85 ㎝以上、女性 90 ㎝以上又は BMI25 以上 

ｂ 貧血検査 

貧血の既往歴を有する者、又は視診等で貧血が疑われる者 

 

＊5 ＢＭＩ 

ボディマスインデックス（Body Mass Index）の略。肥満度の判定に用いる体格指数で、「体重 kg÷

身長 m÷身長 m」で求められる。日本肥満学会が平成１２年度に認定した肥満症の診断基準では、２２

を標準、２５以上を肥満としている。 

 

ウ 実施時期 

毎年、実施機関と協議のうえ決定する。 

 

エ 案内方法 

特定健康診査受診対象者には、健診開始の前月末に特定健康診査受診券を送付す

ることとする。また、特定健康診査受診券送付後、若年層や前年度未受診者等を対

象に受診勧奨を行う。 

 

オ 受診方法 

被保険者は送付された受診券と被保険者証を持参し、市が委託した協力医療機関

において特定健康診査を受ける。 
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なお、特定健康診査以外の健康診査を受け、その結果を市に提出した特定健康診

査対象者は、特定健康診査を受けたものとする。 

 

（２） 特定保健指導 

ア 実施方法 

特定保健指導実施事業者に委託し、実施する。 

 

イ 実施場所 

市が指定する場所とする。 

 

ウ 実施回数等 

（ア） 実施回数 

随時実施する。 

（イ） 実施時期 

特定健康診査結果に基づき、特定健康診査が終了した約３か月後から実施する。 

 

エ 案内方法 

特定保健指導対象者に対しては、特定保健指導利用券を送付することとする。な

お、特定保健指導利用券の有効期限は特定保健指導終了時までとする。また、利用

券送付後に特定保健指導への参加勧奨を行う。 

 

オ 実施手順 

効果的、効率的な特定保健指導を実施するに当たって、予防効果が多く期待でき

る層を優先的に実施する。 

具体的には、特定健康診査受診者に対して、次の表のとおりリスクに基づく優先

順位をつけ、必要性に応じた保健指導レベル別の支援を実施する（階層化）。なお、

糖尿病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係わる薬剤を服用している者を除く。 

 

【階層化方法】 

 
＜追加リスク＞ ＜対象＞ 

①血糖②脂質③血圧 ④喫煙歴 40 歳から 64 歳 65 歳から 74 歳 

＜腹囲＞ 

≧85 ㎝(男性) 

≧90 ㎝(女性) 

２つ以上該当  
積極的支援 

動機付け支援 
１つ該当 

あり 

なし  

＜ＢＭＩ＞ 

腹囲が非該当で 

BMI≧25 

３つ該当  
積極的支援 

動機付け支援 ２つ該当 
あり 

なし  

１つ該当  

※なお、上記の追加リスクについては、血糖(空腹時血糖が 100 ㎎/㎗以上、HbA1c が 5.2%以

上)、脂質(中性脂肪 150 ㎎/㎗以上、HDL コレステロール 40 ㎎/㎗未満)、血圧(収縮期 130

㎜ Hg 以上、拡張期 85 ㎜ Hg 以上)を基準とする。 
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（ア） 特定保健指導対象者の選定と階層化 

特定保健指導対象者は、次のとおり特定健康診査結果に基づきグループに分類し

て、特定保健指導を実施する。 

ａ 情報提供対象者 

特定健康診査受診者でｂに該当しない者 

ｂ 特定保健指導対象者 

（ａ） 積極的支援 

（ｂ） 動機付け支援 

（イ） 内容 

ａ 情報提供 

特定健康診査結果の提供に併せて、個人の生活習慣やその改善に関する基本的な

情報を提供する。 

ｂ 動機付け支援 

面接による支援は原則１回とする。面接時から６か月経過後に実績評価を行う。    

ｃ 積極的支援 

初回時に面接による支援を行い、その後３か月以上の継続的な支援を行う。初回

時の面接から６か月以上の経過後に実績評価を行う。 

 

（ウ） 特定保健指導実施者の人材確保と資質向上 

保険者での生活習慣病対策、予防重視の基本的な考え方のもと、必要な保健師・栄

養士の配置及びアウトソーシングの活用を進める。 

事業者の評価に当たっては、国民健康保険運営協議会を活用し行うものとする。 

 

 

 

第５章 推進体制 

１ 個人情報の保護 

（１） 基本的な考え方 

医療保険者は、特定健康診査・特定保健指導で得られる情報の取り扱いについては、

個人情報の保護に関する法令及びこれに基づくガイドライン等を踏まえた対応を行う。

その際には、個人情報の保護に十分に配慮しつつ、効果的・効率的な特定健康診査・

特定保健指導を実施する立場から、収集された個人情報を有効に活用する。 

 

（２） 具体的な個人情報の保護 

個人情報の取り扱いに関しては、個人情報保護法に基づく「国民健康保険組合にお

ける個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」、「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」及び「府中市個人情報の保

護に関する条例」に基づいて行う。 

特定健康診査・特定保健指導を外部に委託する際は、個人情報の厳重な管理や目的

外使用の禁止等を契約書に定めるとともに、委託先の取扱状況を管理する。 
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（３） 守秘義務規定 

国民健康保険法（平成２０年４月 1 日施行分） 

第１２０条の２ 

保険者の役員若しくは職員又はこれらの職に合った者が、正当な理由なしに、国

民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又

は百万円以下の罰金に処する。 

 

高齢者の医療の確保に関する法律（平成２０年４月１日施行分） 

第３０条 

第２８条の規定により保険者が特定健康診査等の実施の委託を受けた者（その者

が法人である場合はその役員）若しくはその職員又はこれらの者であった者は、そ

の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。 

第１６７条 

第３０条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以以

下の罰金に処する。 

 

地方公務員法 

第３４条 

職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。 

 

 

２ 計画の公表・周知 

この計画は、広報及びホームページに掲載し、市民に周知する。 

 

 

３ 計画の評価及び見直し 

（１） 基本的な考え方 

評価は、特定健康診査・特定保健指導の成果について評価を行うものとする。また、

有病者や予備群の数、生活習慣病関連の医療費の推移などについても評価を行うもの

とする。 

その成果が数値データとして現れるのは、数年後になることが想定されるため、健

康診査結果や生活習慣の改善状況などの短期間で評価ができる事項についても評価を

行う。 

評価方法としては、「個人」を対象とした評価方法、「集団」として評価する方法、

「事業」としての評価方法があり、それぞれ評価を行うとともに、事業全体を総合的

に評価する。 

 

（２） 具体的な評価 

ア ストラクチャー（構造） 

特定保健指導に従事する職員の体制（職種・職員数・職員の資質等）、特定保健

指導の実施に係る予算、施設・設備の状況、他機関との連携体制及び社会資源の活
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用状況を評価する。 

 

イ プロセス（過程） 

特定保健指導の実施過程である情報収集、アセスメント、問題の分析、目標の設

定、指導手段（コミュニケーション及び教材を含みます。）、特定保健指導実施者

の態度、記録状況及び対象者の満足度を評価する。 

 

ウ アウトプット（事業実施量） 

特定健康診査受診率、特定保健指導実施率及び特定保健指導の継続率を評価する。 

 

エ アウトカム（結果） 

肥満度や血液検査などの特定健康診査結果の変化、糖尿病等の有病者・予備群、

死亡率及び医療費の変化を評価する。 

 

（３） 評価の実施責任者 

個人に対する特定保健指導の評価は保険者を実施責任者とする。集団に対する特定

保健指導の評価は、委託先を含む特定保健指導実施責任者及び医療保険者が、評価の

実施責任者となる。 

特定保健指導実施者に対する研修を行っている者もこの評価に対する責任を持つも

のとする。 

事業としての特定保健指導の評価は、特定健康診査・特定保健指導事業を企画する

立場にある医療保険者がその評価の責任を持つこととする。 

最終評価については、特定健康診査・特定保健指導の成果として、対象者全体にお

ける生活習慣病対策の評価（有病率、医療費等）を行うものであるから、医療保険者

を実施責任者とする。 

なお、保険運営の健全化の観点から国民健康保険運営協議会において毎年進捗状況

を報告し、この計画を見直すこととする。 


